
 

都市計画法第 29 条開発許可申請手続きフロー 

（市街化調整区域の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
開発許可に基づく事前協議（立地判断） 

現場調査 

他法令許可等 

関係課照会 

課内調整会議 

開発指導要綱に基づく事前協議 

34 条 14 該当 

開発審査会（府） 

34 条 1～13 該当 

検査済証交付、完了公告 

３７条建築承認申請 

承認 

（建築確認申請） 

完了検査 

開発許可 

完了検査 

検査済証交付、完了公告 

要 

不要 

（建築確認申請） 

覚書締結 

３２条協議 

２９条許可申請 

※建築確認の完了検査済証発行までに、 

完了公告まで終わらせる必要があります 

※1 

※1 32 条協議申請と 29 条許可申請は同時申請可能 

事前協議回答返却 

関係課協議 

開発指導要綱対象の場合 

・農地転用許可 

・建築基準法 43 条

２項の許可 

又は認定 他 

同時許可 


